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令和７年度第１４回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和７年１０月２１日 

                    担当部・課：保健福祉部健康推進課〔内線２４２１〕 

① 件  名 

５歳児健康診査の実施について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

本市では、こどもの成長発達段階に応じた乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、２か月児

から３歳児まで、健康診査を実施している。 

しかし、３歳児健康診査後、運動発達や言語発達が良好な場合であっても、落ち着きがない、友

達とうまく関われないといった行動に、幼稚園・保育所等における集団適応状況の中で気づくこ

とが多く、児・保護者ともに安心して就学を迎えるための母子保健の体制整備が求められていた。 

こうした中、国では、こども未来戦略「こども・子育て支援加速化プラン」に基づく、令和６年

度から令和８年度までの３年間の集中的な取組として、「乳幼児健診等を推進する」こととし、新

たに「５歳児」健康診査支援事業を創設し、妊娠期から子育て期の包括的な切れ目のない支援を

推進している。 

 

【目的】 

本市においても新たに５歳児健康診査を実施するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

母子保健法（昭和４０年法律第１４１号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

第３章 共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮らせるまち 

第１節 安心して妊娠・出産・子育てができる環境の充実 

１ 妊娠から出産、子育て期における切れ目のない支援を行う 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和５年１２月 「こども未来戦略」閣議決定 

令和６年 ４月 石巻市医師会・桃生郡医師会に説明 

９月 各総合支所関係課に説明 

令和７年 ３月 石巻市医師会・桃生郡医師会に説明 

 ５月 石巻市医師会・桃生郡医師会会員の小児科医師との意見交換 

 ８月 庁内関係課に説明 

⑤ 主な内容 

１ 対象者 

市内に住所のある満５歳を迎える児（健診実施月に誕生日を迎える児） 

 

 ２ 実施方法 

  (1) 健診内容：集団健診 

  (2) 健診項目：①身体発育状況、②栄養状態、③精神発達の状況、④言語障害の有無、 

          ⑤育児上の問題となる事項の確認（※肥満対策、虫歯対策等）、 

          ⑥その他の疾病及び異常の有無 

  (3) 従 事 者：医師、心理士、保健師、栄養士、歯科衛生士、保育士、看護師等を見込む。 

  (4) 実施回数：年間２４回程度（月２回・１回当たり対象者数２５人～３０人程度） 

  (5) 実施場所：ささえあいセンター 
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《対象者数等の見込み》 

年度 対象者 回数 
対象者数 

（１回当たり） 

令和８年度 ７０１人 ２７回 ２５．９人 

令和９年度 ６２５人 ２４回 ２６．０人 

令和１０年度 ５７２人 ２４回 ２３．８人 

 
 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

発達障害等の心身の異常の早期発見と育児上問題となる事項の確認を行い、必要な支援に繋げ

ることにより、安心して子育てができる環境の充実を図ることができる。 

 

【市財政への負担】 

(1) 令和７年度１２月補正予算要求見込額 

  １２８千円（内訳：需用費４３千円、役務費１９千円、備品購入費６６千円） 

※一般財源 

 (2) 令和８年度当初予算要求見込額 

  ４，５２１千円 

（内訳：報酬２，１６４千円、報償費１，２９６千円、需用費７１４千円、 

       役務費１０５千円、使用料及び賃借料２１８千円、備品購入費２４千円） 

 

（財源）母子保健衛生費国庫補助金（国１／２・補助金単価 ５，０００円／人） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

【県内自治体の事業開始状況（令和７年８月末現在）】 

 令和６年度 白石市 

 令和７年度 岩沼市、栗原市、角田市 

令和８年度 大崎市 

令和９年度 東松島市、多賀城市、登米市 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和７年１２月 市議会第４回定例会に補正予算案について提案 

令和８年 ２月 対象者の保護者に対し、健康診査案内通知発送・周知 

        事業開始に伴う備品購入 

     ３月 石巻市予防接種及び集団健康診査嘱託医設置規則の一部改正 

        （施行予定年月日：令和８年４月１日） 

     ４月 一般社団法人石巻市医師会及び一般社団法人桃生郡医師会との委託業務に関す

る契約の締結 

    事業開始 

⑨ その他 

 

 


